
空き家に関する支援制度一覧

市町村名：　　　藤岡市　　　　　

区分 事業名称 融資・助成の対象となる（工事）内容 対象（者）要件 限度額
融資利率

（利子補給の場合は
利子補給率）

融資期間 申請/募集時期 募集枠 担当課
電話番号

（申込・問合せ先）
ＨＰ掲載（リンク先） その他

空き家に関する支援制度 助成 藤岡市空き家バンクリフォーム補助金

①藤岡市空き家バンクを通じて取得された住宅の工事であること
②補助対象工事に要する経費の総額が２０万円以上であること
③藤岡市多世代ファミリー同居支援増改築等補助金の交付を受
けてないこと
④交付申請を行う日の属する年度の２月末日までに完了する見
込みの工事であること　ほか

①実績報告の日から５年間、当該住宅に継続して同
居する見込みであること
②市町村税（特別区税を含む。）を滞納していないこ
と　ほか

500,000円
（市街からの転入の
場合は600,000円）

1/2
随時

ただし、着工前
に申請が必要

予算の範囲内 建築課
(代)0274-22-1211（内線

2326）
（直通）0274-40-2326

http://www.city.fujioka.g
unma.jp/kakuka/f_kenchi

ku/akiyabank-
reform.html

空き家に関する支援制度 助成 藤岡市空家解体補助金

①次の全てを満たす工事であること
・空家全てを解体する工事であること
・市内に事業所を置く法人または住所を有する個人で、市の建設
工事競争入札参加資格者または書府規模契約希望者が請け負
う工事であること
・建設業法別表第1に掲げる土木工事業・建設工事業・解体工事
業のいずれかの許可または建設リサイクル法の登録を受けた者が
請け負う工事であること
②解体する住宅が個人所有の一戸建て住宅で1年以上空家であ
ること
③賃貸の事業に使用していないこと　ほか

①空家の所有者またはその法定相続人
②①が複数存在する場合は、解体の同意を全員に得
ている人
③空き家とその敷地の所有者が異なる場合は、敷地
所有者全員から解体の同意を得ている人
④市税等の滞納が無い人
⑤過去にこの補助金を受けたことが無い人
⑥暴力団と関係が無い人

200,000円 1/3
随時

ただし、着工前
に申請が必要

20件 建築課
(代)0274-22-1211（内線

2326）
（直通）0274-40-2326

http://www.city.fujioka.g
unma.jp/kakuka/f_kenchi
ku/akiyakaitaihojyokin.ht

ml

※チラシ等送付頂ける場合は、郵送にてお願いいたします。
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